
 

 

 

平成 25 年 12 月 16 日開会 

平成 25 年 12 月 16 日閉会 
 

 

 

 

議会改革推進特別委員会会議記録

（要旨） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久慈市議会事務局 



－1－ 

議会改革推進特別委員会会議録 

  

平成25年12月16日（月曜日） 午前10時30分 

──────────────────── 

協議案件 

・各部会の調査・検討経過及び結果の報告について 

 ──────────────────── 

出席委員（23名） 

・桑 田 鉄 男 委員長 ・小野寺 勝 也 副委員長 

・梶 谷 武 由 委 員 ・下川原 光 昭 委 員 

・藤 島 文 男 委 員 ・上 山 昭 彦 委 員 

・泉 川 博 明 委 員 ・木ノ下 祐 治 委 員 

・畑 中 勇 吉 委 員 ・砂 川 利 男 委 員 

・山 口 健 一 委 員 ・澤 里 富 雄 委 員 

・中 平 浩 志 委 員 ・小 栁 正 人 委 員 

・堀 崎 松 男 委 員 ・小 倉 建 一 委 員 

・城 内 仲 悦 委 員 ・中 塚 佳 男 委 員 

・下 舘 祥 二 委 員 ・髙屋敷 英 則 委 員 

・宮 澤 憲 司 委 員 ・大 沢 俊 光 委 員 

・濱 欠 明 宏 委 員 

欠席委員（なし） 

 

その他出席議員 

 ・八重櫻 友 夫 議 長 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 一 田 昭 彦 事 務 局 次 長 嵯 峨 一 郎 
庶務グループ 
総 括 主 査 高 畑 伸 一 

議事グループ 
総 括 主 査 田 髙   慎 

主 任 長 内 紳 悟 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時30分  開会 

○委員長（桑田鉄男君） ただいまから、第９回議

会改革推進特別委員会を開会いたします。出席委

員は全員であります。 

それでは、次第により進めさせていただきたい

と思います。 

本日の議題は、「各部会の調査・検討経過及び結

果の報告について」であります。 

この際、お諮りします。報告に対する質疑につ

いては、部会ごとに行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

それでは、「議会基本条例の制定に関する事項」

及び、「その他議会改革に関する事項」について、

条例策定専門部会長の報告を求めます。澤里部会

長。 

○澤里富雄委員 それでは条例策定専門部会の報

告をいたしたいと思います。 

 条例部会ではこれまで17回、それから幹事会を

含めまして20回ほど会議を重ねてまいりました。 

 ここでやっと素案の形ができたところでありま

す。これには、四日市市、栗山町、花巻市、北上

市等のいわゆる先進地と言われる議会の条例を参

考にしながら、またさらには中村先生のご指導ご

提案をいただきながら、部会で協議してきたとこ

ろであります。 

 早速ですが、お手元に配布の素案について、事

前に配布しておりましたけども、順番に読み上げ

ていきたいと思います。 

〔条例素案読み上げ〕 

以上、８章立て26条の条例となりました。 

特徴としまして、３条の１項４号、議会活動の

検証ですが、よその条例には検証する条項がない

そうです。 

それから、８条の３項、「かだって会議」ですが、

これは主なテーマを設けて、かだってという方言

を名前にした会議です。 

それから、９条の議決事件の追加ですが、いま

事務局を通して当局と協議中であります。これに

ついては、本日の素案の中には条項として載せて

おきましたが、３月の期限までに話し合いが進み

ましたら、条項に載せたいと思っております。部

会としては議決事件の追加は入れたいという思い

で進めているところです。 

それから、14条になりますが、委員会の正副委

員長の選出に際しても、正副議長と同じく所信を
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表明する機会を与えてはどうかという条文で、こ

れも全国どこにもない新しい条文です。 

それから16条ですが、この間、議運でタブレッ

トの使用を決めましたので、いわゆる情報通信技

術、タブレットやパソコンを含めて活用している

ところはあっても、これを条例で謳っている議会

は全国にもないそうです。ということで、条例に

盛り込んでもいいのではないかということで、条

文にしました。 

それから、20条ですが、ここに「議会事務局」

は入っていなかったんですが、事務局も交流、連

携を推進するということで入れました。ここも全

国では議会事務局が入っていない条文が多いよう

です。 

あと、最後の26条の議会改革推進会議ですが、

この条例が成立しても常に見直しをしていこうと

いうようなこと、それからいろいろな内規みたい

なものも必要になってくるだろうということで、

この議会改革推進会議でもって協議していく。人

数とかそういうのがこれからの課題になると思い

ますけれども、継続して審議していくということ

です。大概は、何々委員会という名前ですが、会

議という名前にしました。 

以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君） ただいまの報告に対し、

質疑を許します。 

○城内仲悦委員 この３条の４号の活動の検証と

いうことですが、検証の仕方については議論の中

で出てきたのか。例えば、どういうものを考えて

いるのか、イメージ的に教えていただきたい。 

 それから、８条の３の「かだって会議」ですが、

これまで議会報告会ということで一方的にやって

きたんだけども、議会報告会という名前じゃなく

て、「かだって会議」という名前で地域に入ってい

くことを想定しているのかどうか。 

 その辺、どういう議論をしたのかお聞かせくだ

さい。 

○澤里富雄委員 両方とも、中村先生からのご指

導もありました。これについては、事務局のほう

から説明をお願いしたいと思います。 

○事務局（長内紳悟君） ただいまの２点のご質

問ですが、まず３条１項の４ですが、これは中村

先生からの提案でもあったんですが、イメージを

お話しますと、この第３条では議会はこういうこ

とをやっていきますよという項目が並んでいます。

これではやりっ放しではないかということで、や

はり議会もＰＤＣＡのＣ、チェックの部分をやら

なければいけないのではないかという提言をいた

だきまして、この条項が入りました。 

 これに関しては、どういうふうに検証を進めて

いくかということで、実は部会のなかでも質問、

議論が出されました。 

 中村先生からは検証シートというものを示して

いただきましたが、これは早稲田大学マニフェス

ト研究所で年明けに議会改革本を出版するようで

して、その本のなかでは議会も検証することが必

要だということでの検証用のフォーマットを紹介

するようです。 

 そのものをいち早く部会に頂いたところでして、

例えば、このシートの中では、改革前の課題にな

っている項目、解決方法、取り組み内容、優先度、

必要経費、達成目標などを設定していき、次に改

革後の成果、達成度、出てきた課題・問題、住民

の変化などがあり、このシートをもとに検証でき

ますよというものです。 

 そういうことで部会では、これに基づいて検証

していこうということになりました。 

 また検証の仕方も、内部評価、外部評価という

ことで、まずは議員の皆さん自身が評価し、そこ

に客観性をもたせるために、市民や中村先生、佐

藤先生のような第三者の専門家からも評価しても

らいましょうというイメージです。 

 もう一つの「かだって会議」ですが、広聴広報

という部分では議会報告会、それと併せて意見を

聴く会を設けることにしております。 

 それに加えまして、この「かだって会議」では、

どうしても議会報告会・意見交換会というもので

は、どうしても市民という立場、議会議員という

立場でのやりとりで、どうしても依頼する側・依

頼される側のやりとりになってしまいますが、「か

だって会議」という会議体にすることで、市民も

議員もその場では同じ久慈市民として発言ができ

るものでありまして、例えば、参考人制度は参考

人のほうから議員に質問ができなかったり、意見
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が言えない、聞かれたことにしか答えられない会

議ですが、「かだって会議」は自由に質問・意見を

述べ合いながら、協働で政策課題、テーマを設定

して話し合いをしましょうというものです。 

 実はこれに近いやり方で、先進の栗山町では一

般会議という名称でやられております。これを馴

染みのある久慈地方の方言を使いまして、一緒に

やるという意味の「かだって」、また語り合いまし

ょうという意味の「語って」を掛け合わせた名称

にしてはどうかという中村先生からの提案をいた

だきました。 

それを部会としてもやりましょうということで

決定したものです。 

○梶谷武由委員 ５条の会派ですが、「結成するも

のとする」とありますが、会派を結成したくても

できない場合等の扱いはどうなるのか。 

 もう一つは、11条の一問一答ですが、一問一答

を行う場合、席を登壇してということにはなりづ

らいのかなという気がしますが、その辺について

はどのように考えているのかお伺いします。 

○澤里富雄委員 議会活動を行うための会派とい

うことになります。これも部会でもけっこう協議

しました。「するものとする」あるいは「すること

ができる」でかなり協議しました。 

 この内容についても、事務局のほうから答えて

いただきたいと思います。 

 それから、11条の一問一答ですが、ここも相当

の時間をかけました。いろんな論点がありました

けども、これについても事務局から説明してもら

いたいと思います。 

○事務局（長内紳悟君） 第５条の会派ですが、

「結成するものとする」ということで、いわゆる

これを会派の原則と言いますが、他市の基本条例

によっては「することができる」と位置づけてい

る議会もあります。 

 また、基本的に会派というものは結成されるべ

きものであるということで、「するものとする」と

いう表現を使っている議会もあります。 

 これは部会でも議論がなされたところでありま

すが、会津若松市が会派の原則を謳っております

が、久慈市でも会派というものを重んじる議会で

あるという議論がありまして、原則的には会派は

結成するものであるだろうと、また政務活動費に

関しても会派は交付を受けることができるとして

おりますが、会派の根拠は何なんだというところ

がこれまで明確になかったということで、会派の

原則としましょうということでした。 

 ただし、例外的に会派を結成できない場合、そ

れは人数や政策理念の関係でできない場合もある

だろうが、原則、久慈市議会は会派を重んじ結成

するものとしましょうという議論のなかで、こう

いった表現となりました。 

 次に、第11条の一問一答ですが、ここは質問席

というところからは一度切り離して考えていただ

きたいんですが、例えば、議案に対する質疑や一

般質問において、何点かの質問項目を一度に質問

される議員さんと、一項目ごと挙手し質問される

議員さんとあるわけですが、何点かを一気に質問

されますと執行部側で整理がつかなくなって、答

弁もあいまいになって、議論がぼやけて深まらな

いという場面も出てくるということで、やはり原

則、一問ずつの聞き方をしたほうがより議論が明

確になるし、市民にとっても聞いていて何の議論

の最中かが分かりやすいだろうということの議論

があったところです。 

 ただし、これは縛るものではないだろうという

ことで、できる規定にしましょうと。目指すとこ

ろは全員が完全な一問一答だけれども、まずはで

きる規定という姿勢でもっての表現になったとこ

ろです。 

○梶谷武由委員 一つは会派の件ですが、国会の

ように議院内閣制で政党があってやっているとこ

ろと、地方議会のように議員個々に政党に所属し

て、あるいは会派を結成してやっているのと、全

く違うと思うんです。 

 議会を運営していくうえで、会派を重んじなが

らということは認めるんですが、結成について断

定するのはいかがなものかなと。 

仮に、いま会派に所属している人が議案にどう

しても反対するという関係で会派を離れることも

できなくなるようなことに繋がることから、これ

はいかがなものかなと思います。 

 もう一つは、一問一答ですが、登壇して一括質

問するわけですが、一問一答は一つずつになるわ
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けですので、一つ質問をして、また登壇して次の

質問をという形になれば、最初から自席というこ

とになるのかなという思いがするんですが、その

辺はどういうふうな考えでしょうか。 

○事務局（長内紳悟君） 会派結成の部分で縛り

がきついのではということですが、原則会派は結

成しましょうということであって、できない場合

というものもそれは例外的にあろうかと思います。 

 会津若松市でもこういう謳い方をしております

が、やはり会派に所属されていない議員さんはも

ちろんいます。 

 また、この条項ができたことによって会派を離

れることができないようなことには影響しないと

解釈しています。基本的には結成しましょうとい

う理念でございます。 

 あと、一問一答について、登壇しての一括質問

一括答弁というやり方ができなくなるのではとい

う趣旨かと思いますが、ここについても部会で

種々議論いただいたところです。将来的には目指

すべきところはもしかすると対面質問席において

最初から一問一答かもしれませんが、今この会派

制の中で登壇しての代表質問が行われているとい

うことでありますので、そこも考慮されながらで

きる規定にしたところであります。 

○澤里富雄委員 今やっているものを大事にしな

がらということで、最終的にはできる規定になっ

たところです。 

○梶谷武由委員 私は質問の形は今の形でいいか

なという気がしているんですが、例えばやってみ

ようかなと思った時には取扱いはどうなるのかな

と思ったところです。 

 会派の部分については、条例ですから例外もあ

るのだというのであれば、原則とか、できるとか、

そういう形でないと条例そのものに違反すること

になりますよね。 

○濱欠明宏委員 条例部会での議論の中で、百点

満点ではないという条例案ですけども、一般質問

の取り扱いの関係も出ましたが、これまでの議会

というのは先例集を重んじてやってきたというこ

とです。 

 この条例案ができても先例集を拠り所にしなけ

ればならないところがたくさんあります。そうい

ったこともあるし、それから将来目指す通年議会、

あるいは議決事件の追加なんかもそういったこと

も今まだまとまっていないけれども、４月１日施

行に向けて、まずはできる部分を作りましょうと。 

その中で今のような議論を深めていきながら、

改正することはできるわけですから、そういった

ことでどうしても支障がある場合には、改正とい

うふうなことでやりましょうということが条例部

会での話でしたので、そこら辺を斟酌してもらえ

ればいいのかなと思います。 

○城内仲悦委員 今、事務局から会派について説

明があったんだけど、久慈市議会は重んじてきた

という経過があってそういうふうにしたんだとい

うことですが、「するものとする」というとかなり

重いんだよね。そういった意味では、できる規定

にしてもいいような気がするというのが一つ。 

 私も勉強するなかで、ある議会では会派をなく

している議会も逆にあるんだよね。そして、議会

全体として政策をやるというところもあるわけで

すが、そこまでは一気にいかないにしても、久慈

市議会は会派制をとってきたのはその通りなんだ

けども、濱欠委員も 100％ではないんだという話

をいただきましたけども、どうしても「するもの

とする」は重いのかなと思いました。 

 そこは皆さんで議論してほしいなと思います。 

○濱欠明宏委員 議論のなかで感じたことをお話

させていただきますと、まず４月１日に向けてじ

ぇじぇじぇ条例というものを出発させましょうと。 

つまりそれは一つの森だよと。要するに、林の

中に入ると一本一本の木はまだまだ不完全である

というふうなことで今回提案しているんです。 

 ただこれを今、今の意見を参考にしながらこれ

から４月１日に向けてまだあるので、その辺は整

理整頓できる場があると思うので、今ここで問題

点だけはそれぞれ発言してもらいながら、多数決

でこれを決めるということになると、我々条例部

会としては一生懸命議論してきたところだから、

そこは重んじていただいて、我が部会には小野寺

副委員長もいましたので、問題点はどんどん出し

ていただいて、それを幹事会等で今後処理しても

らうことにしてるのだから。 

いずれ採決するような方向でないように論点整
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理をお願いしたいと思います。 

○城内仲悦委員 私も条例部会でなかったもので、

これまで発言する機会がなかったんですが、そう

いった意味では、問題点があるなという指摘はし

ておきますので、今後ご検討いただきたい。 

 もう一つは、会派というものを重視しているん

だということで、やはり会派室がきちんとないと、

条例で会派があるんだというなかで、じゃあ久慈

市議会の会派はどこにあるのという状況はまずい

と思うので、これはきちんと会派室を設けるとい

うことでないと合致しない部分があるので、そこ

は物理的なものもありますが、部屋を仕切るだけ

でいいわけですから、そこをやらないと条例の重

みがないと思います。 

ぜひ条例部会ではそこも含めて議長に要請しな

がらお願いします。 

○中平浩志委員 常任委員会の委員長の所信表明

ですが、これは何を意図しているのか。 

常任委員会の委員長を決めるのは基本的には会

派の代表者とか幹事長のところで誰がいいか決め

ているけども、そういう意味でなくて、私がやり

たいからこの委員長をやらせてくださいという感

じになるんですか。 

○澤里富雄委員 これも先ほど説明の中で中村先

生からのご提言があった部分です。 

これは、理想的にそういうものもやったほうが

いいんじゃないかと、やる人も意気込みをもって

やるという考えでやってもらったらいいのではな

いかということです。 

 話し合いの中でも中村先生は、委員長手当とい

うものも将来的には考えられるのではないかとい

うことで、そのためにもこういった形で条例でや

れるようにしてもいいんじゃないかということで、

部会でもいいのではないかということでした。 

○木ノ下祐治委員 今の話を聞くと、例えば当選

していきなり私は委員長をやりたいと手を挙げて。 

私が議員になったときは右も左も分からないで

議員になってきたんです。そんな人が私が委員長

をやりたいとなった時はどうするんですか。 

 今の話だとできることになるわけですよね。そ

こはちょっと無理があるんじゃないかと思うんで

すが。 

 これは大いに再検討する必要があると思います

よ。新人が手を挙げたらどうするの。大変だと思

うんですよ。怖いですよ、これは。 

 というのは、この間の視察のときに袖ヶ浦市の

副議長さんがこう言っていたんです。新人が７人、

８人も当選してきたと。右も左も分からない人が

委員長になっていると。議会が混乱して大変だと。 

委員長をやる人がいなくて、いきなり委員長と

いうことで大変困惑しているということがありま

したので。 

○澤里富雄委員 今の件ですけども、これは一つ

はいわゆる開かれた議会、これを求める条例の策

定にあります。 

それと市民から見ると、密室で決めてどういう

形で決めているのか市民には分からないというの

があって、そういったものを明らかにするために

もやってはどうですかというような意見もありま

した。 

私はこの程度にしか話せませんけど、あれであ

れば事務局のほうから中身をお願いします。 

○事務局（長内紳悟君） 委員長の所信表明につ

いてですけれど、中村先生からのご提言の趣旨は、

ただいま部会長が話されたように、開かれた議会

を目指すなかで、議長、副議長の選出に関しても

明らかにしていきましょうというのが一つありま

す。 

加えて、委員長、副委員長の選出にあたっては

どうですかという話になった時に、これは例えば

各会派の幹事長会議で決まっていますとか、市民

からは見えないところで決まっている部分が多い

ですよねという話になりまして、開かれた議会を

目指すのであればそうではないのでないですかと

いうのが提言の趣旨でありました。 

 もう一つ、この委員会の活動の条項を見ていた

だきたいのですが、所信表明だけではないのです

が、議会の活動というものがこれからどうあらな

ければならないのか。例えば、委員会の専門性や

特性を活かした運営をしていきましょう。これか

らの委員会の目指すべき姿が第１項で示されてお

ります。 

 第２項でも、常任委員会はしっかりと所管事務

調査を積極的にやっていきましょうということを
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謳っております。例えば、通年議会というものが

今後議論され導入されていった場合、閉会中とい

うものがなくなるので、いつでも常任委員会は所

管事務調査ができるような体制になってきます。 

そうなると、常任委員会がある程度キーになっ

てくる部分が大きいというのありまして、その中

でやはり委員長というのがしっかりとリーダーシ

ップを発揮しながらやっていく委員会、それでも

ってその選出過程を、私は久慈市をこういうふう

な産業経済を目指したいのだと、こういうふうな

教育民生を目指したいのだという所信表明があっ

て選ばれるべきではないかという趣旨のご提言で

す。 

ひとつ勘違いされないでほしいのは、所信表明

をした方、イコール委員長になるというものでは

ございません。なりたい方は積極的に若い議員さ

んであっても私はなりたいのだ、こういうものを

目指したいのだと表明できる環境、これに縛られ

るものではございませんので、最終的には互選に

なりますので、その中で選出されていくというも

のでございます。 

以上です。 

○木ノ下祐治委員 通常であれば、推薦よりも立

候補が優先されるわけですよね、気を付けなけれ

ばならないのが。私は物事をそのように捉えてい

るんですよ、気を付けないと。 

議会活動の活性化というのは事務局の言うとお

り、全くその通りなんですよ。それはもう理解し

ていますよ。そこは理解しているんですが、やは

り一番怖い部分は、先ほども言ったとおり、袖ヶ

浦市の副議長さんが言ったのを私はずっと引っか

かっているんですよ。思い込みだけで議会を誘導

するようことになれば大変なことだし、どこか違

う気がするんですよ。 

中村先生の提言もいいんですが、それはそれで

いいのでしょうけれども、ただ全てを中村先生が、

大学の先生が言ったからといってそのようにやる

必要もないだろうし、いいところはどんどん活用

していけばいいし。 

やはり久慈市議会に合わないような部分はカッ

トしていかないと。私はそう思いますよ。話は分

かるんですよ。理論的なことは分かります。ただ

理論と実際はちょっと違うのではないかと思うけ

ども。 

○中平浩志委員 補足みたいななりますが、私も

違和感がちょっとあるんですよ。何か違うんでは

ないかなという感覚があるんですよ。私は個人的

にそんな感じがして。 

最初聞いたときもそうだったんですけど、今聞

いても何か違和感があるような気がするんです、

個人的には。だから全体としては間違っていない

でしょうけれども、今事務局が話したようなのは

もちろん分かります。木ノ下さんがしゃべってい

るのも分かります。 

ただ何かそぐわないような気が、私個人的には

すごい違和感があります、正直なところ。それを

どういうふうな感じで皆さん方が感じているか分

かりませんけれども、そうだなと思っている人も

やっぱりいるでしょうけれども、私個人的な感想

として、ちょっと違和感があるなという感じがし

ます。これは単なる意見なので答弁がどうのとい

うことではないので、意見として私はそう感じて

います。 

○山口健一委員 私は、反論ではないですけども、

やはり常任委員長でも議長でも、やはりそれなり

に意志を持っている人が手を挙げるということは、

これは別に口を挟むことではないでしょうし。 

例えば、２人出たら当然その中で採決して決め

ていくことだから。別に幹事会で決めてあったか

ら、その人は手を挙げたから降りるかという、そ

ういう問題ではないと思うんです。 

やはり、それは委員会の中でちゃんと結論を出

して決めるわけですから、やりたい人が表明して

いく場というのは、私は設けても何も問題ないと

思います。 

○濱欠明宏委員 先ほどの繰り返しで申し訳ない

んだけれども、きょうの案件というのは、各部会

の調査・検討経過の結果の報告なんです。先ほど

から問題点をどんどん出してくれと。そして、そ

れをさらに精度のいいものにしましょうというの

が、きょうの会議だと思っています。 

そういった意味では、大変貴重な意見だと思う

し、なるほどなと思うところもある。ところが部

会にこれを差し戻すという発想で部会長は臨んで
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いないですよね。きょうは、我々の部会で話した

のを報告して、さらに色々な問題点があるものに

ついては、将来幹事会等でどういうふうなところ

で議論するのかというのは、そこで決めてもらい

ましょうということにしていまして。 

だからそういった意味では、我々は議論したこ

とについては報告すると、部会として。あとは、

足らざるのはどんどん意見を出して補ってもらっ

て、それを最終的にいいものにしましょうという

ことですので、いずれ今のような議論があってし

かるべきだと思う。 

○小倉建一委員 この前文の方言の関係ですが、

まだまだこなれていないのがあるなという気がし

ます。 

例えば、おら達というのは、大川目のほうでは

使わないなという、おらぁどうを使いのが多いと

か、結構こなれていないのがあるし、もっと詳し

い人がいて、こうではないかと言ったときに変更

できるような余地を残しておいたほうがいいんじ

ゃないかと思っていましたので提案します。 

条例部会の委員として申し訳ないですが。 

○泉川博明委員 私も条例部会の一人なんですが、

今小倉委員が言ったように、上から４番目の「お

んなじように」というような、そのような感じが

したんですよね。 

そこを何とか「ん」を削除するか、漢字にする

か。何かここが「おんなじように」という読み方

があるような気がするんだよな。「ん」を削除する

か、漢字にするか、こちらのほうは何とかしたほ

うがいい気がするんだけれども。 

○濱欠明宏委員 私も部会の委員でしたので、そ

こで大事なことは、いずれ地方自治、それぞれの

自治にふるさとに誇りをもっているということか

ら、いずれ方言というのを少し前面に出しましょ

うということについては一致しています。だけど

も、具体的な文言については、それぞれの方々が

やって、最終的にここに出てきたことであって、

国語の学者とか、そういった学者とかいますから

その部分については、やっぱりもう少し馴染むよ

うな言葉でいいのかもしれないと私も思っていま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 先日12日の幹事会の中

でも出たんですが、やはり方言そのものでという

のは概ねいいだろうと。ただ、今話があったよう

に詳しい人がいると思うから、そういう人からや

っぱりいろいろ意見を聞く、そういうのも必要か

なと思いました。 

○中平浩志委員 これはよそにも出すんですよね。

読めますかね他の人は。私たちは分かるんですよ。

これを出したときに、他の人は読めるの。解説を

入れたらどうだろうと思って。全く関係ないよそ

の人たちがこれを読んで意味を理解できるのかな

と。 

○小倉建一委員 別紙で前文の原文というのは最

後につけるという考え方で、条例部会でもあった

わけです。標準語でやって、その上に小さい字で

方言を入れるとか方法はあるわけですが、それは

さらに皆さんから検討してもらうほうがいいかな

と。条例部会としては、皆さんから検討してもら

うほうがいいかなと。条例部会としてはここまで

かなということで、ひとつ。 

○澤里富雄委員 今皆さんが言ったことは、部会

でも幹事会でも全部出ました。それで、原文は原

文で載せるということ、何らかの形で。そうでな

いとこれでは。そういう形で検討していくという

ことです。 

○大沢俊光委員 時間も大分経過しているし、３

部会きょうやるんでしょう、報告。だから、今の

話の終結は、条例部会の案が出されたことに対し、

さらにその上部機関で協議・調整することとする

というふうなことで仕切って進めたら。 

いろいろあるんだから、これが決定機関という

ことにしたら時間ばかりかかって大変だ。そうい

うふうに進めてください。 

○委員長（桑田鉄男君） この条例案については、

今の大沢委員からも話がございました。上部機関

と申しますか、幹事会なり、きょう皆さんから出

たことをまたできるのであれば条例部会でもいい

し、議論をしながらやっぱりいいものにしていた

だきたいなと思います。 

それで、若干の軽微な変更といいますか、そう

いうものはあると思いますが、今後法規審査なり

パブリックコメント等もございますので、３月議

会は３月の初めあたりが最終本会議になるのかな。
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そういうふうなことで、タイムスケジュール的に

も大変厳しい状況にありますので、そういうこと

で進めるということで良としていただきたいと思

うんですが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） そういうことで確認を

させていただきたいと思います。 

次に、「広報広聴の充実に関する事項」について、

広報広聴専門部会長の報告を求めます。藤島部会

長。 

○藤島文男委員 次に広聴広報部会のほうからご

報告します。いつもの通りなんですけれども、き

ょうも畑中副部会長から説明をしていただきます。

よろしくお願いします。 

○畑中勇吉委員 私のほうから、これまでの経過

なり取り組みの状況についてご報告を申し上げた

いと思います。 

まず、12月４日に広聴広報専門部会を開催いた

しました。これは中村先生に入っていただきまし

ていろいろご指導いただきましたが、内容とすれ

ば、条例案の広聴広報に関する条文の検証・精査

をさせていただきました。 

それに基づいて、議会報告会と意見交換会の開

催要綱について吟味しなければならないというこ

とで検証させていただきましたが、概ねいいので

はないかということでありました。 

２つ目は、議会報告会と意見交換会の取り決め

方について、とりわけ課題整理会議について中村

先生よりご指導いただきました。 

これと前後して、専門部会では先にお示ししま

した、２月初め以降の第２回目の議会報告会、こ

れについてどうするかということでいろいろ話し

合いをしましたが、年明けそして年度末市長選の

日程等から大変多忙さもあるし、これはやはり考

えたほうがいいのではないかという話が部会でま

とまったのですが、中村先生のほうからもこの間

に１回目の議会報告会と意見交換会の事後の取り

組みをしっかり市民に示して、それを終えてから

第２回目を開催したほうがいいというふうなご指

導をいただきまして、その場で２月以降の２回目

の実施については中止するということを決定した

ところでございます。 

12 月５日に中村先生のご指導をいただきなが

ら、今までのものは試行の議会報告会と意見交換

会の開催要綱だったんですが、条例制定に合わせ

て本格的な議会報告会と意見交換会の開催要綱に

ついて協議いたしました。 

そういうことで、今協議の半ばなんですが、配

布したところでございます。この中身についてで

すが、先に皆さんにお話したとおり広報広聴を広

聴広報に改めるという字句の修正。それから開催

趣旨については、試行の開催趣旨を本格実施の趣

旨に改める。それから中村先生のほうからいろい

ろ第１回目の議会報告会と意見交換会のお話をし

た中で、単なる目先の個別的な要望の取りまとめ

というふうな実施内容ではなく、やはり政策立案

に向けた取り組みを本格的に実施するには、回数

だけではなくて予算編成から逆算した意見交換会

を開催したほうがいいというふうなご指導もあり

まして、今までは年２回、ブロックに分けてとい

うことだったのですが、班で年１回以上というふ

うなことで回数にこだわらないで、むしろ内容を

重視して政策立案に向けた取り組みにするという

ふうなことで内容を改めさせていただきました。 

それから、ちょっと前後しますが、班の編成は、

前は人数を示していたんですが、３班編成とする

ということであります。 

２頁のほうに移って、議会報告会と意見交換会

の次第なり役割でありますが、進め方であります

が、私どもこの「かだって会議」というのを分か

ったのがつい先日でありまして、この開催要綱の

中にもその部分が具体的に盛り込まれておりませ

ん。ただ、この部分については、議会報告会と意

見交換会の役割分担というのは、中村先生から話

があったとおり政策立案に向けたいろいろな方法

を考えたほうがいいということ、最初に示した進

め方については基本形として多様な政策立案に向

けた当日の次第なりを考えてやっていくというこ

とで、基本形として提案させていただいたという

ことであります。 

それからもうひとつ、課題整理会議について中

村先生からお聞きした部分について整理し、実は

協議した結果がございます。この議会報告会と意

見交換会の開催要綱と課題整理会議の開催要綱に



－9－ 

つきましては、５日の専門部会の会議を受けて、

中村先生のほうに内容資料を送信いたしましてご

指導をいただくことにしております。 

送ってから約10日近くになりますので、年内に

返信が、ご指導があることを期待しながら次のよ

うな取り組みをさせていただきたいというふうに

思っております。 

私たちが議会報告会を実施したのは、開催趣旨

にありますとおり、議員が本来果たすべき役割を

少しでも早く実施すること。もうひとつは、実施

することの実践を通じて、経験を踏まえた共通認

識の上に立ってより充実した要綱案を策定すると。

そういう２つの目標で試行実施したところであり

ました。 

しかし、課題整理会議にいたっては本来、広聴

広報部会で運営指針なり取り組みについてお示し

して、そして課題整理会議でそれを協議し確認を

して発信するという運びであったわけであります

けれども、そこがないままに私どもも勉強もしな

いままに課題整理会議が行われまして、事務的に

要望を振り分けて行ったわけですが、中村先生の

ご指導をいただくなかで、やはり私たちの不勉強

さもあって取り組みも不十分だということで、現

在その部分で取り組みが滞っているということで

あります。 

そういうことで、中村先生のほうから要綱につ

いてのご指導、課題整理会議の要綱が届いている

と思うので、その指導に沿って広聴広報部会でそ

の部分について精査して、内容を取りまとめした

いというふうに思っております。 

併せて、私たちだけではなくて課題整理会議の

部分については、広聴広報で精査したほかに課題

整理会議のメンバーの皆さんからも検証いただく

と、こういうふうな手順をとっていただきまして、

第１回目の議会報告会と意見交換会の要望事項に

ついて内容が進んでおりますけれども、それを差

し戻すということではないんですが、より市民に

親切な報告ができるような内容であれば、課題整

理会議において会議の進め方を精査検証していた

だきますとともに、１回目の議会報告会と意見交

換会のスケジュール、取り組みについても入れ込

めるのがあれば入れ込んで継続して最終報告書を

作っていただける、そういう取り組み手順にさせ

ていただければなと考えているところであります。 

そういうことで、まずは１回目の議会報告会と

意見交換会の取り組みの後始末をしっかりとする

ということで今後進めさせていただきますととも

に、さらにそれを取り組む中でしっかり検証精査

して議会報告会と意見交換会の開催要綱ならびに

課題整理会議の要綱をしっかりと形作っていきた

いと。この作業をこれからやっていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○小倉建一委員 今の説明を聞いたわけですが、

条例が出てからこれが出る話だから、聞いていて

合わなくてもいいのではないかという気がします。 

○濱欠明宏委員 一つ気になるのは、特別委員会

はいつ終局するかということです。私はこの要綱

を見ていて気になった文言が、広聴広報専門部会

というのが出てくる。ところが広聴広報専門部会

というのは、特別委員会の専門部会なもんだから、

特別委員会が解散すればこれはなくなるんですよ。 

そうすると、いわゆる４月１日以降の部分につ

いては、広聴広報専門部会はなくなる気がするの

で、そこら辺の整理が必要かなというのと、それ

から最終報告書の内容というのがあるんですけれ

ども、誰がこれを作ったのかというのが気になっ

ていた。 

というのは、試行してそれぞれの班から報告が

あったと。広聴広報部会で取りまとめたわけです

けれども、取りまとめてそこで決めたことが最終

報告として認知されたのかどうかというのが、実

は私分からないんです。そして、広聴広報に出て

しまうということなんです。 

試行錯誤の部分については全く問題ないし、そ

れはそれで成果があったと思うんだけども、この

取り上げ方が非常に私は乱暴な気がしていたので、

その点は意見を申し述べたいと思う。 

○畑中勇吉委員 広聴広報専門部会という名称を

使っていますが、これは４月１日以降もう委員会

がなくなることでありまして、そこも幹事会では

取りざたされているわけです。これから具体的に

その部分は方向付けに合わせて要綱も変えていく

という内容になっていくと思います。 
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○委員長（桑田鉄男君） この特別委員会は３月

最終本会議をもって終結するということです。 

○髙屋敷英則委員 ひとつ確認したいんですが、

今広聴広報専門部会という表現で出てきているわ

けですけれども、広聴広報専門部会が正式な名称

ですか。 

というのは、私は定数報酬等研究部会というこ

とで、専門という言葉が入っていないんですよね。

だから、この広聴広報専門部会というのは正式な

名称なのかどうなのか。 

○委員長（桑田鉄男君） 条例策定と広聴広報は

専門が入り、定数報酬等には研究ということでご

ざいます。 

○畑中勇吉委員 最終報告については、課題整理

会議でも議論していただきたいと思っています。

議長を含めた要職の方々が入っておられる中でも

協議して方向付けをいただければというふうに思

います。 

○大沢俊光委員 ３ページの（12）の②のところ

だというふうに説明したほうがいいよ。ここが変

わったよと。そこをきちっと言わないと。 

○畑中勇吉委員 要綱の（12）が変わっているん

ですが、これも中村先生のほうにご指導いただく

ということで、対応方針を決定するということで

す。前は違ったと思うんですが、変更になってい

ますので。これも含めて中村先生のほうに資料を

送っていましたので、ちゃんとした課題整理会議

の要綱についてご指導があると思いますので、返

信があり次第、広聴広報部会を開いて再度協議し、

吟味してまとめていきたい、案を作っていきたい

というふうなことです。 

○濱欠明宏委員 条例部会は、一応きょう結果報

告だということで、なるべくきょう手放したいと

いう思いが実はあるんだけれども、今の広聴広報

部会については、さらにまだ吟味するということ

だから。 

そうすると、最終的にはまた特別委員会を招集

しなければならないという状況だよね。いずれに

してもパブリックコメントとかいろいろあるもの

だから、その辺の日程的なつまりが出てきている

から。 

本来であれば、12月議会で出すことで進めてい

たんだけれども、早急な取り組みが必要であろう

と思うんでよろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 幹事会でも出たんです

が、３月議会は市長選の関係等がございまして、

早めに終わるという状況ございますので、普段の

時期から見ればかなり日程的に窮屈です。そうい

うことで、広聴広報部会のほうもいろいろ聞いた

りしながらということのようですが、早急にお願

いできればと思います。 

○城内仲悦委員 今、条例で明らかになった「か

だって会議」の設置も出ています。これも具体化

なってくるよね。「かだって会議」も入ってきます

よね、議会報告会もあるし。７条、８条に基づき

だから、そうすると「かだって会議」が入ってく

るんだよね。 

○事務局（長内紳悟） 条例ができますと、条例

に基づく細かい部分が出てきます。例えば、反問

権であれば、反問権の運用規定みたいなものがな

ければいけないとか、正副議長の所信表明であれ

ば、どういう手続きで行うのか、そして「かだっ

て会議」であれば設置要綱のようなものが必要に

なってくると思います。 

この条例に伴って出てくるものがありますので、

実は 12 日の幹事会でもそういう話題になりまし

て、そういった条例運用基準と申しますか、そう

いったものを事務的に今事務局では作成を進めて

おりますが、やはり議員の皆さんにしっかりと諮

るべき内容の部分、例えば反問権であれば何回ま

での制限を加えるとか、質問時間に含める含めな

いとか、そういった大事な部分に関して、事務的

に進める部分は進めますが、お諮りしなければい

けない部分はしっかりとお諮りさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○局長（一田昭彦君） 今、「かだって会議」の話

が出ましたが、「かだって会議」というのは８条の

条例案ですと、いわゆる広聴広報ではなくて、市

民との協働、同じ立場で政策を議論、検討すると

いう形になりますので、市民との協働ということ

で、広聴広報のほうからは抜けるのかなと考えて

おります。 

○濱欠明宏委員 私は広聴活動の一環だと思う。

それから、次の条項で議会報告会をするというこ
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とで広報活動と認識があるんですけれども、そこ

ら辺も整理整頓して、次にはひとつよろしくお願

いします。 

○委員長（桑田鉄男君） それでは質疑を打ち切

ります。 

次に、「議員定数及び議員報酬等に関する事項」

について、定数報酬等研究部会長の報告を求めま

す。高屋敷部会長。 

○髙屋敷英則委員 それでは時間をちょっとお借

りして、きょうはほとんどがお詫びの部分になろ

うかと思いますけれども、実は11月29日、12月

10日と部会を開催して、きょうの全体会で定数部

会に与えられた仕事、いわゆる研究報告書、この

全文をきょうは配布したいということで今まで来

たわけでした。 

それで、全体の骨格はもう出来上がっておりま

す。前文が２ページで、定数に関する報告書が14

ページ、報酬に関する報告書が12ページ、それか

ら政務活動費に関する報告書が２ページ、それか

ら添付資料が25ページで、合計55ページのけっ

こう分厚い報告書になるんですが、全体の99％は

実は完成しております。しかしながら、なぜきょ

う配布できなかったかというと、12日の幹事会で

は配布したわけでございますが、そこでもお詫び

を申し上げました。 

実は、最後の部会を16日、きょうに焦点を絞っ

て開いてきたわけですが、定数と報酬と政務活動

費、この３つの中で実は定数部分の最後の肝心な

数字のところ、資料が間違っていたというのであ

れば変えることが出来るんですが、実は 11 月 29

日の部会の最終的な内容としては、議員定数の適

正な範囲という数値を入れていました。18名から

24名という形で、これが適正な範囲であるよとい

う結論をいただいたものです。 

その後に、もし議員定数が欠員が生じた場合に、

これらの18から24という根拠がちょっと危うく

なるということで、この数字についても協議をし

てみましょうということで、それを受けて 12 月

10日にもう一回この件について協議しました。こ

の内容ですが、これは常任委員会の機構改革に関

する仮説の部分で、要するに常任委員会の委員に

議員１人が２つ所属するという、こういう仮説の

下で常任委員会の機構改革案というものをいろい

ろ検討した結果、出てきた数字だった。 

したがって、その常任委員会が何人いれば常任

委員会としての活動ができるのかと、充実した活

動ができるのかと。これは２年前の選挙が終わっ

て、今任期の初め、いわゆる４常任委員会という

のが３常任委員会になってしまった。これは明ら

かに常任委員会が６人を切る状態になったために

統合したわけです。 

したがって、そういうものを踏まえながら、や

っぱり６人以下の常任委員会ということでは、き

ちっとした委員会活動ができないだろうと。それ

が６人以上、あるいは８人がいいのか９人がいい

のか、その辺のところなんでしょうけれども、そ

れは別として、18 から 24 という数字が導き出さ

れたのが、実は6.5人という常任委員会の数だっ

た。万が一、議員定数の24なら24の中で不幸が

あったりして欠員が生じたときに、６人を切る常

任委員会が出てくるのではないかという、そうい

う恐れがある。２人になったら間違いなく２つぐ

らいの常任委員会が６人を切る。そうすると、こ

の機構改革だということで将来を見つめていろい

ろ考え、仮説を立てたとは言いながら、現実にそ

ういう問題が起きたときには、４つの常任委員会

に戻したのをまた３つに戻すのかと。いちいちそ

んなことをするのかと。これは安定的な数字とし

ては、20 から 24 という範囲でその数値をおさめ

たほうがいいのではないかという会議が 12 月 10

日の会議でございました。 

概ねそういうことだったわけでございますが、

その会議が終わってから、またいろいろ考えてみ

たわけですけれども、いわゆる仮説ですから付与

条件があるわけです。この付与条件を変えること

によって、６人を切る事態というものが収拾でき

ると、そういうような見通しが出てまいりました。 

しかしながら、時間的な猶予がなくて、実は18

から24という数字を出したものですから、これを

次の会議で20から24ということで、部会として

は一応適正な数値を出した。この数値を、私個人

が資料なんかと違いますので、数値を変えたりす

るということはできない。もう一回、この件に関

しては部会を開いて、最終的な結論を求めなけれ
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ばならないなと。これは私の判断でございまして、

言ってみれば12月10日の会議は、私自身の勇み

足だということで、非常に今回の会議にほとんど

完成した報告書を皆さんに配布できなかったとい

うことで、申し訳ないと思っています。お詫び申

し上げたいと思います。 

ということで、今、最終報告書自体はまだ部会

を開いてないので明確にそうだとは言えないので

すが、18 から 24 という辺りで一応報告書を作っ

て、中村先生のほうに送ってあります。そして部

会を開く前にいろいろコメントをいただきたいと。

報告書のいろいろな全体的な視点、あるいは課

題・問題点ということについては、中村先生は１

月29日でないと来ないそうですので、それまで待

っている時間的な余裕はありませんので、メール

とかそういうものでのやり取りで指導を受けてい

くということでございますので、次の特別委員会

がいつになるか分かりませんけれども、その特別

委員会の前には部会の報告書として、長い文章に

なりますので、その場で見せてご意見はどうです

かというそういう中身のものではありませんので、

資料として事前配布して、特別委員会を迎えたい

と思っております。 

年内に資料がほしいという方もあるかもしれま

せんけれども、それでもかまわないんですけれど

も、年末年始の休みを挟んで研究していただける

かどうか。年始の冒頭にそういう資料を皆さんに

お配りしたほうがいいというふうに考えておりま

す。 

いずれ、そういうわけできょうは、皆さんに資

料は提供できませんでした。この資料については、

ほとんどの内容は変わりなく、そこの部分を除け

ば全く変わりなく幹事会のほうには提出してある

ということで、そのことについては、この間、説

明してご協議いただいたということでございます。

日程的に２月という非常に窮屈な日程になってお

りますが、いずれにしても期限内には最終的な結

論を求めなければならないということで、それに

ついては期限厳守ということで頑張っていきたい

というふうに思っております。昼食時間をさいて

いただきありがとうございました。 

○濱欠明宏委員 今話を聞いていて、定数に限っ

て18から24を20から24にしたいというふうな

こともあって、今またさらに中村先生に見てもら

っているということですから、それはそれで了解

ですが、ただこの常任委員会のあり様については、

昔は４常だったけど今３常だと。葛巻に至っては

１常だというふうなこともあるので、常任委員会

の構成というのがどうあるべきかということも踏

まえて答申いただければありがたいなと思ってま

すので、よろしくお願いします。 

○髙屋敷英則委員 定数に関する問題なので、現

実の議会の中でも定数削減という基本的な考えを

持っておられる方もあります。それから、やはり

地方の民主主義というものを考えたときに、現状

維持あるいはできれば増というような考え方を持

っておられる方もいます。 

これは、これまでいろいろな議論を、２年前の

特別委員会の議論等も含め、それから議運等の議

論を含め議事録を精査しまして、これには共に根

拠になるものというのはそれなりにあるわけござ

います。したがって、こちらとしては定数が何人

だよと、そういう方向で走ったら部会はまとまら

ないというようなことでございまして、そういう

意味で適正な範囲と表現したわけでございますが、

実は２年前の条例改正の特別委員会のときの議事

録を精査した結果、当時の議員の定数削減を主張

される方の主な削減の根拠だったわけですが、人

口減であるとか、財政難であるとか、あるいは社

会経済情勢であるとか、そういうものが主な削減

の根拠になっていたんですが、実は平成15年に定

数が定められたと。それから一昨年の、まだ数値

が公表されていない部分がありますので、その人

口とか社会情勢とかいろいろな面、財政面の問題、

これらの資料を実は総務部からいただきまして、

それが本当に定数削減の根拠だったのかというこ

とを、平成15年と２年前と比較してみました。 

ところが、その３つの根拠であったはずのもの

が、実は定数削減の根拠になっていなかったとい

うようなことになりまして、それでむしろそうい

う現実的に数値が出ているものですから、ではそ

れ以外の定数削減の根拠というものはないのかと。

もしあるとすれば、それは今議会改革をやってい

るわけですが、こういう議会改革の流れの中で、



－13－ 

それを検討していったら定数削減という数値が見

えてくるよという、そういう部分が感じられまし

たので、それを常任委員会という形に絞って仮説

を立てていったということでございます。 

したがって、詳しく何名にすればこうなります

よという試算は資料として添付してあります。し

たがって、そこをこうすべきだということではな

しにして、やはり最低でも６人以上あるいは定数

が24の場合に12というのも常任委員会というの

は考えにくいので、やはり６人以上、８、９人あ

たりの部分での試算を出して、それも資料に添付

してあります。 

したがって、その議論が常任委員会の構成とか

何とかとなった場合に、あくまでも参考資料とし

て何人だったらここだよと、何人だったらここだ

よというそういうものははじき出しましたけれど

も、こうあるべきだという１つのものだけを提示

したものではない。象徴的に１つについて仮説を

立てて、それで導き出した 18 から 24、こういう

数字だということで、ただいまのお答えよろしい

ですか。 

○濱欠明宏委員 こういう意見も全体にはあるか

ら、いずれその辺もあとで検討できればなという

話です。 

○髙屋敷英則委員 その部分、１か所の部分はで

きるだけ早くやりますけれども、これから中村先

生とのやり取りの中で、いろいろ出てくるかもし

れませんので、その期限までにはそこを煮詰めて

いきたいと思っています。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。

以上で、「各部会の調査・検討経過及び結果につい

て」は終了いたします。 

その他でありますが、何かございませんか。八

重櫻議長。 

○議長（八重櫻友夫君） いずれ委員長、副委員

長さんをはじめ各部会の皆様には数十回にわたっ

てご審議いただきましてありがとうございました。 

先ほどもご意見が出たんでありますが、来年の

４月からはスタートできるような状態ということ

になれば、３月の最終本会議には確定しなければ

ならないのかなという思いは持っております。い

ずれ今出された問題等については、幹事会とか議

会改革の委員長とも相談いたしまして、きょう出

されたものについて審議していきたいと。 

そしてまた、それ以上できないものについては、

各部会にお願いしていくようになるかもわかりま

せんが、きょうで終わったという思いを持たない

で、条例部会さんのほうももうちょっと３月まで

といっても２月が議会ですし、３月は選挙ですの

で、正月過ぎればもう日にちがないような状態で

すので、もうちょっと力を貸していただきたいと

思います。 

きょうは大変ありがとうございました。 

○委員長（桑田鉄男君） 以上で本日の委員会を

閉会いたします。 

 

午後０時24分  閉会 
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